
２．事業の概要 

 

（１）趣旨 

国が定めた重点研究領域の中から、地域が目指す特定の研究開発目標に向け、研究ポテン

シャルを有する地域の大学、国公立試験研究機関、研究開発型企業等が結集して共同研究を

行うことにより、新技術・新産業の創出に資することを目的としている。各地域における事

業終了後においては、研究に参加した研究機関と研究者がその分野の研究を継続・発展させ、

さらにその成果を利活用する体制（地域COE）が整備されることを期待する。 

 

（２）事業概要 

ⅰ）本事業は、国が設定する重点研究領域において、研究開発型企業、公設試験研究機関、

大学等地域の研究開発セクターを結集して推進する共同研究事業である。 

ⅱ）事業の推進、調整等のため、機構、都道府県等が指定する地域の科学技術振興を担う

財団等の中核機関が協力し、中核機関に運営体制を構築する。 

ⅲ）事業を円滑に実施するため、中核機関に、事業総括、研究統括、新技術エージェント

等を配置するとともに、研究交流促進会議、共同研究推進委員会等の研究推進機能を整

備する。ままた、研究の実施にあたり、公設試験研究機関内やレンタルラボ等に共同研

究の中核を形成するコア研究室を設置し、研究員を配置する。 

ⅳ）事業の実施期間は、事業開始から原則５年間である。 

 

 


